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令和８（2026）年度 大学の世界展開力強化事業 事後評価要項 
 

 
 

令和８（2026）年３月 16 日 
大学の世界展開力強化事業プログラム委員会 

 

大学の世界展開力強化事業（令和３（2021）年度採択 アジア高等教育共同体（仮称）形成促進）の

事後評価は、この評価要項に基づき、令和８（2026）年度に行う。 

 

１．目的 

 令和３（2021）年度に採択された各事業について、取組実績や成果、目標の達成状況等について評

価を行い、その結果を示すとともに社会に公表することにより、①国際的に活躍できるグローバル人

材の育成と大学教育のグローバル展開力の強化を目指し、高等教育の質の保証を図りながら日本人学

生の海外留学と外国人学生の戦略的受入を行う国際教育連携の取組を推進すること、②事業を実施す

る大学で構築された大学間交流プログラムの補助期間終了後の持続的な展開を促進すること、③事業

による取組が広く国民の理解を得られるよう促進していくことを目的とする。 

 

２．対象 

各事業について、その事業開始から令和７(2025)年度末までの取組実績等を評価の対象とする。な

お、補助期間終了後の展開等も評価の対象に含める。 

 

          

 

 

事後評価結果案のまとめ（合議）

事後評価部会 

面接評価 

事業責任者等からの説明及び質疑応答 

 
現地調査 

（部会が必要と判断した場合のみ） 

 

大学の世界展開力強化事業プログラム委員会 

事後評価要項等の決定 

書面評価 

大学からの事後評価調書等により評価 

報告 

大学の世界展開力強化事業プログラム委員会 

事後評価結果の決定 

事前に事後評価結果案を大学に示し、意見の申立てがあ
った場合はその内容について再度審議し、事後評価結果
案を取りまとめ 

評価を付託 
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３．実施体制 

大学の世界展開力強化事業プログラム委員会（以下「委員会」という。）の下に、委員会委員、事

業の選定に係る審査経験者や中間評価経験者及び有識者で構成する事後評価部会（以下「部会」とい

う。）を設置し、中立・公正かつ効果的な評価を行う。 

４．手順 

評価は、各事業の取組実績等について、部会において（１）書面評価、（２）面接評価、（３）必

要に応じて現地調査を行い、（４）合議評価により事後評価結果案を決定する。 

委員会は、部会からの事後評価結果案を受け、合議により事後評価結果を決定する。 

（１）書面評価 

書面評価は、次の評価項目ごとに評価した上で、所見を付す。 

○ 項目別評価

・観点「１：取組実績及び成果」については事業の成果を中心に、また、「２：目標の達成状況」

及び「３：今後の展開及び我が国の大学教育のグローバル展開力の強化に対する貢献」につい

て、評価項目ごとにＳ～Ｄの５段階の評定を付した上で、その評価の判断の根拠・理由等の所

見を付す。

・観点１、２の評価にあたっては、経費である補助金が適切かつ効果的に使用されたかについて

も考慮する。

観点１．取組実績及び成果 

評価項目数：５ 

① 交流プログラムの内容

・キャンパス・アジアプラス（ＣＡプラス）及びキャンパス・アジア（ＣＡ）の個々の基本

的枠組みを踏まえた事業が実施されたか。

※キャンパス・アジアプラス（ＣＡプラス）の基本的枠組み

①参加国及び大学：日本、中国及び韓国の他、ASEAN の大学。

②レ ベ ル：学部レベル、大学院レベル 

③交流プログラムの概要：分野は問わない。学部レベルでは共通カリキュラムを基本とした１セ

メスター以上の交流、大学院レベルではジョイント・ディグリーやダ

ブル・ディグリーを実施する交流が推奨される。 

④交 流 期 間：３ヶ月以上の交流が推奨される。

⑤学 生 規 模：相互利益の原則に基づき、参加国間で学生の派遣数と受入数のバラン

スをとり学生交流を行う。

⑥学生支援：交流に関しては授業料の相互免除を原則行う他、以下の支援を行うことが推

奨される。なお、奨学金については、１事業につき年間１０人の参加

学生に対し、支援を行うことが推奨される。 

（受入国の負担）滞在費（宿舎費） 

（派遣国の負担）奨学金、学生の渡航費 

ただし、ＡＳＥＡＮの大学については、財政状況を考慮し、コンソーシアム独自の覚書の

締結によって、例外が認められる。 
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⑦質保証：３国の質保証機関による質保証に関する取組を実施する。「日中韓の質の保証

を伴った大学間交流に関するガイドライン」を参照する。  

 

※キャンパス・アジア（ＣＡ）の基本的枠組み 

①参  加  国：日本、中国及び韓国 

②レ  ベ  ル：学部レベル、大学院レベル 

③交流プログラムの概要：分野は問わない。学部レベルでは共通カリキュラムを基本とし

た１セメスター以上の交流、大学院レベルではジョイント・ディグリ

ーやダブル・ディグリーを実施する交流が推奨される。 

④交流期間：３ヶ月以上の交流が推奨される。 

⑤学生規模：相互利益の原則に基づき、参加国間で学生の派遣数と受入数のバランスをと

り学生交流を行う。 

⑥学生支援：交流に関しては授業料の相互免除を原則行う他、以下の支援を行うことが推

奨される。なお、奨学金については、１事業につき年間１０人の参加

学生に対し、支援を行うことが推奨される。 

（受入国の負担）滞在費（宿舎費） 

（派遣国の負担）奨学金、学生の渡航費 

⑦質保証：３国の質保証機関による質保証に関する取組を実施する。「日中韓の質の保証

を伴った大学間交流に関するガイドライン」を参照する。 

・大学の中長期的なビジョンのもと戦略的な交流プログラムが行われたか。 

・交流プログラムを実施する学部等のみならず、全学的な協力体制の下で交流プログラム

が実施されたか。 

・短期の交流から学位取得を見据えた長期の交流、オンラインを活用した様々な交流を見

据え、大学間交流の発展に繋がる、柔軟で発展的な交流プログラムが行われたか。 

・多様な学生に交流プログラムへの参加の機会を提供し、必要に応じ我が国の大学と連携

して事業を行ったか。（タイプＡ②にあっては、国内大学と連携した取組を行ったか。） 

・コロナ禍において、入国後、一定期間、隔離措置が講じられることを前提とした交流プロ

グラムを実施した等、学生の心身のケアに最大限の注意を払って実施されたか。 

・コロナ禍において、実渡航を伴う交流プログラムが実施できなかった場合、オンラインに

よる交流を有効活用し、交流プログラムの効果を増大させる取組を行ったか。また、実渡

航による交流が可能となった場合、これを主要なものとできる交流プログラムとして実

施したか。 

・【タイプＡ①及びタイプＢ①】ＡＳＥＡＮ＋３の枠組みにおいて策定される関連のガイド

ライン（学生交流と流動性に関するガイドライン）及び、留学生の学修履歴のための成績

証明書及び補足資料に関するガイドラインに基づき学生交流プログラムが行われたか。 

・【タイプＡ②及びタイプＢ②】タイプＡ②にあっては第２モードにおける実績をベース

（タイプＢ②にあっては第２モードまでのグッドプラクティスを参考）として、さらに高

度化した取組、あるいは先進的、発展的な交流プログラムに取り組んだか。 

・参加学生が、二カ国交流だけでなく、海外連携先すべての国を移動する交流プログラムが

行われたか。 
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②  質の保証を伴った魅力的な大学間交流の枠組み形成 

・透明性、客観性の高い厳格な成績管理（ルーブリック等を用いた各授業科目の到達目標の

具体的な達成水準の明確化や教務に関する委員会の点検等を通じた事後的に検証する仕

組みの構築等。）、コースワークを重視したカリキュラムの構成、学生が履修可能な上限

単位数の設定、学修目標の明確化、学修成果の可視化と出口管理の厳格化に努め、単位の

実質化を重視して行われたか。 

・単位の付与・相互認定や成績管理、学位授与に至るプロセスが明確に示されて行われた

か。 

・海外相手大学における単位制度（授業時間を含めた学習量や単位の換算方法等）、学生の

履修順序、単位の相互認定の手続、アカデミックカレンダーの相違等について留意がなさ

れ、交流するプログラムの内容に応じたサポートの実施等により、学生の履修に支障がな

いよう配慮がなされていたか。 

・オンラインを活用した教育プログラムによる、国際交流経験者の増加、新たな留学生層や

長期交流者掘り起こしの工夫がされていたか。実渡航による交流（交流期間は３か月以上

を推奨）が本事業の基盤であることに留意しつつ、実渡航による交流に「オンライン教育

の特性を最大限に活かした教育」を組み合わせた Blended/Hybrid 教育プログラムを構築

し、留学の効果を高められるような交流プログラムが行われたか。 

・オンラインを活用した教育プログラムの実施にあたり、教育の質の保証の観点に充分に

留意した上で、当該教育プログラムの到達目標に対して具体的な教育効果をあげたか。 

・国際公募による外国人教員の招聘や海外大学での教育経験または国内外の大学で英語等

による教育経験を有する日本人教員の配置、海外相手大学との教員交流、ＦＤ等による教

育力の向上等、質の高い教育が提供されるよう交流プログラムの内容に応じた教育体制

の充実が行われたか。 

 

③  日本人学生の派遣及び外国人学生の受入のための環境整備 

・コロナ禍において、交流相手国・地域の感染状況に関わらず、渡航した場合、外務省及び

各国の渡航制限並びに入国後の行動制限等を踏まえた各大学の方針に則し、行われたか。 

・日本人学生に対して、派遣前から入国後の必要な対応（隔離措置等）の期間中、留学中、

帰国後にわたり、履修指導、交流に関する情報の提供、心身のケアを含む相談サービスの

実施、就職支援等のサポートが行われたか。また、留学支援員の配置、留学先や奨学金情

報の提供、言語・生活サポート等の整備が行われたか。 

・オンラインによる交流を有効活用し、交流プログラムを停滞させないように留意の上、実

施されたか。 

・学生の安全面に十分配慮した交流プログラムであるとともに、渡航前の日本人学生に対

して危機管理研修を義務付けた等、学生自身の危機管理意識・能力の向上のための教育が

十分に行われたか。また、渡航中の日本人学生に対しては、派遣元大学や家族等への定期

的な連絡を励行したか。 

・学生へのサポートが円滑及び適切になされるよう、関係大学間に十分な連絡・情報共有体

制が行われていたか。 

・外国人学生の在籍管理のための適切な対応が行われたか。 

・外国人学生が学業に専念できるように、履修指導、教育支援員・TA 等の配置、学内外で

の諸手続き支援、カウンセリング、宿舎、学内各種資料の翻訳、就職支援等のサポート体

制が行われたか。 



 

5 

・単位認定可能な科目、履修体系・順序、単位の相互認定の手続、アカデミックカレンダー

の相違・時差等について、学生の履修に支障がないよう十分な情報提供が行われたか。 

・参加学生の同窓会の立ち上げ等、卒業・修了後の継続的サポートが行われたか。また、タ

イプＡにあっては、同窓会ネットワークの活用が行われたか。 

・留学中の学生の安全管理に関する体制や、緊急時、災害時に学生をサポートするリスク管

理が十分に行われたか。 

・国内外でのインターンシップ等による就業体験の機会確保や、外国人学生の国内就職説

明会参加、産業界からの講師等の派遣等、産業界や自治体との連携が十分に行われたか。 

・ボランティアやサークル活動等の課外活動を通じ、日本人学生と外国人学生の交流が行

われたか。 

 

④ 事業の実施に伴う大学の国際化と情報の公開、成果の普及、交流プログラムの質の向上

のための評価体制 

・質の保証を伴った大学間交流の充実・発展のため、実施大学だけでなく国内外の他大学の

学生も参加できる取組が設けられる等、柔軟で発展的な取組が行われてたか。 

・大学の国際化に向けた戦略的な目標等において、事業の意義及び方向性を明確に位置づ

けるとともに、相手大学も含めた組織的・継続的な教育連携が行われたか。 

・招聘した外国人教員や外国人学生とのコミュニケーションを図れる程度の能力を有する

事務職員の配置や、語学等に関する職員の研修プログラム等、事務体制の国際化と事務職

員の能力向上が行われたか。 

・交流にかかる業務が一部の教職員に偏らないよう、事務局機能を強化する等事業をサポ

ートする全学的体制の充実が行われたか（窓口となる担当部署を設定し、教職員間の情報

共有、意思疎通や各種問い合わせへの対応、事業運営上の関係者間の調整を行った等）。 

・優秀な外国人材や留学生の獲得と学習成果の可視化を推進するためのインフラとして、

成績証明書類等の電子化に取り組んだか。 

・本事業採択時点で「大学の世界展開力強化事業」に採択されていない大学（国内連携大学

を含む）においては、本事業が大学組織全体に有益なインパクトを与えたか。 

・本事業の取組や成果について、ホームページ等による公表の他、報告会、発表会等の場を

設けて、学内関係者のみならず他大学や産業界等への普及が積極的に行われたか。特にタ

イプＡにあっては、第２モードまでの成果や実績が広く社会に対して十分に発信された

か。 

・質を保証する観点や学生の適切な判断・選択に資する観点から、取組の実施状況等や交流

プログラムの詳細等必要な情報について、外国語による提供も含め、積極的に情報の発信

が行われたか。 

・中央教育審議会大学分科会国際的な大学評価活動に関するワーキンググループ「国際的

な大学評価活動の展開状況や我が国の大学に関する情報の海外発信の観点から公表が望

まれる項目の例」（平成 22 年５月）が掲げる、国際的な活動に特に重点を置く大学にお

いて公表が望まれる項目について、大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外への教

育情報の発信が行われたか。 

・国内の大学と連携している場合、連携大学においても主体的に事業に参画していたか。 

・事業の実施、達成状況を評価し、改善を図るための評価体制が整備され、これらの活動が

行われたか。 
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⑤  留意事項への対応 

・中間評価結果により示した留意事項への対応を適切に行ったか。 

 

評定 

Ｓ 事業計画を上回る取組が行われている。 

Ａ 事業計画に対し、十分な取組が行われている。 

Ｂ 事業計画に対し、取組がやや不十分である。 

Ｃ 事業計画に対し、取組が不十分である。 

Ｄ 事業計画に対し、取組が極めて不十分である。 

 

観点２：目標の達成状況 
 

評価項目数：４ 

⑥ 達成目標 

・養成しようとする人材の養成に向けた具体的な取組が実施されたか。 

・アウトプットだけでなくアウトカムに関する具体的な目標について計画どおり達成さ

れたか。 

・将来の我が国とアジア諸国の関係を見据え、各国間における連携強化に資する観点か

ら、社会的・文化的・経済的認識に根ざした、両国間の架け橋となる高度専門人材や

リーダーの育成を実施する質の高い教育連携プログラムが進めらたか。 

・一定の外国語力基準をクリアする日本人学生数について、目標は達成しているか。 

・学生に修得させる具体的能力について、事業計画に沿った実績となっているか。。ま

た、それ以外について修得したものが認められているか。 

 

⑦ 本事業計画において海外に留学した日本人学生数の推移 

⑧ 本事業計画において受け入れた外国人学生数の推移 

⑨ 交流学生数等 

・海外相手大学との単位互換について、目標数を達成しているか。 

・【タイプＡ】同窓会ネットワークへの参加する人数について、目標は達成している

か。 

・【タイプＡ②】設定した任意指標について、目標は達成しているか。 

・宿舎の提供について、目標数を達成しているか。 
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評定 

Ｓ 目標を上回っている。 Ｃ 目標を下回っている。 

Ａ 目標を達成している。 Ｄ 目標を大幅に下回っている。 

Ｂ 目標をやや下回っている。  

 

観点３：今後の展開及び我が国の大学教育のグローバル展開力の強化に対する貢献 
 

評価項目（計１） 

・補助期間終了後も、明確な事業計画や資金計画を策定し、本事業の成果を活かした活動が

自主的・恒常的に行われているか、もしくは行う予定があるか。 

・我が国の大学教育のグローバル展開力の強化に貢献することが期待できるか。 

 

評定 

Ｓ 確実に期待できる。 Ｃ あまり期待できない。 

Ａ 期待できる Ｄ ほとんど期待できない。 

Ｂ ある程度期待できる。 
 

 

○ 総括評価（書面） 

・部会において、合議により、事業ごとに書面評価における総括評価（書面）を決定するととも

に、面接評価時に確認すべき事項を取りまとめる。 

 

総括評価 評定一覧 

Ｓ 事業計画を上回る成果をあげており、事業目的は十分に実現された。 

Ａ 事業計画どおりの成果をあげており、事業目的は実現された。 

Ｂ 事業計画をやや下回っているが、事業目的はある程度実現された。 

Ｃ 事業計画を下回っており、事業目的はあまり実現されていない。 

Ｄ 事業計画を大きく下回っており、事業目的はほとんど実現されていない。 

 

書面評価に用いる資料は次のとおりとする。 

・事後評価調書、参考資料（学生アンケートのほか年次報告書等２種類まで任意提出） 

・採択時の計画調書及び審査結果、中間評価調書及び中間評価結果 

・海外相手大学追加調書（採択後に追加した事例のある場合のみ） 

・そのほか、部会が必要とする資料 

このほか、書面評価の実施方法等の詳細は部会において定める。 
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（２）面接評価 

面接評価は、別途定める「事後評価 面接評価実施要領」に基づき、各事業の事業責任者等との質疑

応答等により行う。 

面接評価終了後、合議により、事業ごとに総括評価（面接）を決定する。その際、評定が「Ａ」の

うち、一部でやや不十分な点はあるものの、概ね事業計画どおりの成果をあげており、事業目的は実

現されたと判断するものについてはＡ⁻（「一部でやや不十分な点はあるものの、概ね事業計画どおり

の成果をあげており、事業目的は実現されたと判断された。」）とする。 

 

面接評価 総括評価 

Ｓ 事業計画を上回る成果をあげており、事業目的は十分に実現された。 

Ａ 事業計画どおりの成果をあげており、事業目的は実現された。 

 Ａ⁻ 
一部でやや不十分な点はあるものの、概ね事業計画どおりの成果をあげており、事業目的

は実現されたと判断された。 

Ｂ 事業計画をやや下回っているが、事業目的はある程度実現された。 

Ｃ 事業計画を下回っており、事業目的はあまり実現されていない。 

Ｄ 事業計画を大きく下回っており、事業目的はほとんど実現されていない。 

 

審議の結果、現地調査の実施が必要と判断した事業に対しては、現地において確認すべき事項をと

りまとめる。 

このほか、面接評価の実施方法等の詳細は部会において定める。 

 

（３）現地調査 

現地調査は、別途定める「事後評価 現地調査実施要領」に基づき、部会が必要と判断した事業の事

業責任者等との質疑応答等により行う。 

このほか、現地調査の実施方法等の詳細は部会において定める。 

 

（４）合議評価 

現地調査を行った場合は当該事業に対する総括評価（現地）について審議の上、各事業に対する評

価コメントを合議によりとりまとめ、面接評価まで行った事業に対しては総括評価（面接）、現地調査

まで行った事業に対しては総括評価（現地）とともに事後評価結果案として決定する。 

事後評価結果案は各事業に事前に示し、その内容に対する意見申立てと語句の誤りや事実誤認等正

確性を欠くものがないかどうかを確認する機会を設ける。申立てがあった場合はその内容を審議し、

あらためて事後評価結果案を決定する。修正が必要な事項について示された場合は、その内容につい

て検討の上、必要に応じて当該コメントを修正する。 

 

５．情報の開示・公表と取扱い 

（１）審議内容の取扱い 
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委員会の会議、会議資料及び議事概要は、原則として公開とする。ただし、次に掲げる場合であっ

て、委員会が非公開とすることを決定した場合はこの限りではない。 

・評価（人選を含む。）に関する調査審議の場合 

・その他、委員長が公開とすることが適当でないと判断した場合 

なお、専ら評価に関する調査審議を行う部会の会議、会議資料及び議事概要は、評価の円滑な遂行

確保の観点から非公開とする。 

 

（２）評価結果の通知・公表と取扱い 

  評価結果は、補助期間終了後の大学間交流プログラムの持続的展開に資するため各事業に通知する

とともに文部科学省に報告し、併せて、各事業による取組が広く国民の理解を得られるよう、独立行

政法人日本学術振興会のウェブサイトへの掲載等により社会に情報提供する。 

 

（３）委員氏名の公表 

委員会委員の氏名は委員会の開催に際して、部会委員の氏名は評価結果と併せて公表する。 

 

６．委員の遵守事項 

（１）利害関係者の排除 

委員会委員及び部会委員（以下「委員」という。）は、中立・公正な評価のため、次に示す利害関

係にある事業等に関する評価は行わず、その個別審議にも加わらない。 

 ○ 利害関係の例 

  ・事業に関与している場合 

 ・事業を実施する大学に役員として在職（予定含む）あるいは専任又は兼任として在職（予定含

む）している場合 

・その他、中立・公正に評価を行うことが困難と判断される場合［※この場合、申し出に基づき

委員長（部会においては部会長）が利害関係者に該当するか否かを判断する。］ 

 

（２）秘密保持 

・評価の過程で知り得た個人情報や評価内容に関係する情報は外部に漏らさないほか、委員として取

得した情報（評価関係資料含む。）は他の情報と区別し、善良な管理者の注意義務をもって管理す

る。 

・個人情報や機密情報を含む情報の漏洩リスクがあるため、評価関係資料の内容を、生成 AI に入力し

ないこと。 

 


